
令和８年度
予算概算要求及び機構定員要求の概要

＜参考資料＞



 生成ＡＩの活用環境の整備や利活用を促進する。
 政府情報システムについて、年間を通じた一元的なプロジェクト監理を厳格に実施し、重複投資を排除し、効率的で

利便性の高い情報システムの整備を進め、使い勝手のよい行政サービスを実現する。
 社会全体のデジタル化を牽引していくため、司令塔となるデジタル庁の体制を強化する。
⇒ デジタル化による新しい付加価値を生み出し、社会的課題を解決するため、

誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指す。

令和８年度予算概算要求のポイント

【政策等経費】
• 社会全体のデジタル化を推進していくため、生成ＡＩの活用環境の整備や利活用を促進する。
• 生活に密接に関連する準公共・相互連携分野のデジタル化を推進する。
• 社会全体のデジタル化を牽引していく立場から、デジタル庁に求められる業務に適した体制を強化する。
【情報システムの整備・運用】

• 国の情報システムの整備・管理の基本方針等に基づき、重複投資を排除し、効率的で利便性の高い情報システムを整備するため、年間
  を通じた一元的なプロジェクト監理を厳格に実施し、デジタル庁で整備する共通基盤の利活用を前提としたシステムの統合・共通化、情  
報連携を進め、使い勝手のよい行政サービスを実現する。

• 共通基盤であるマイナポータルの利便性向上、利用拡大のためのオンライン申請機能を充実し、マイナンバーカード機能のスマート
フォンへの搭載、国家資格等情報連携・活用システムによるオンライン・デジタル化、公共サービスメッシュによる行政が保持するデー 
タ活用・連携のための整備、生成ＡＩの活用環境の整備と利活用の促進等を行う。

• また、ガバメントソリューションサービスやガバメントクラウド等の各府省庁が共通で利用するシステム・ネットワークの整備、各府
省庁の政府情報システムの最適化、自治体情報システムの標準化・ガバメントクラウド移行後の運用経費に係る総合的な対策に基づく取
組等を推進する。

2※このほか、独立行政法人情報処理推進機構との連携を強化し、データ利活用を推進するため、必要な人員体制の費用を拠出。

（単位：億円）

７年度 ８年度 対前年度
179.7 214.1 34.4

デ ジ タ ル 社 会 形 成 の 推 進 167.3 195.1 27.8
デ ジ タ ル 庁 の 運 営 12.4 19.0 6.6

4,572.8 5,929.6 1,356.8
4,752.5 6,143.7 1,391.2

政 策 等 経 費

情 報 シ ス テ ム の 整 備 ・ 運 用
デ ジ タ ル 庁 合 計
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国の行政機関 地方公共団体

他省庁へのAIツール提供、システム開発サポート
 数万件規模の大量のパブリックコメント提出意見の整理

支援
 闇バイト事件への対策として、SNS投稿から収集した数万

件の犯罪実行者募集情報の分析力向上（警察庁と連携）
 旅費等内部管理共通システム（SEABIS）のマニュアル理

解力向上

生成AI利用環境（“源内”）の運用（2025年5月～）
→デジタル庁職員による実証利用

ユーザー

他省庁へのAIツール提供
システム開発サポート

デジタル庁の
生成AI利用環境の縦横展開

生成AI利用に係る
リスク管理体制の整備

 人口減少による人手不足が深刻化する我が国では、公共サービスを維持するためには、行政機関のAI利活用が不可欠。
 このため、令和８年度概算要求をして、デジタル庁がガバメントAIを構築し、政府等のAI実装を促進する。デジタル庁が構築

した生成AI利用環境（“源内”）について、引き続き、デジタル庁全職員を対象とした利用実証を行うことで、先進的かつ安
全・安心なAI活用を推進する。

 同時に、政府全体の生成AIの利活用とリスク管理を表裏一体で推進する。

ガバメントAIのイメージ

政府によるAI 調達・利用等調査事業費 生成AI利活用環境整備および利活用推進事業

生成AI評価用データセット
の作成及び公開

公平かつ透明にモデル性能を
比較できる環境の提供

「行政の進化と革新のための生成AIの調達・
利活用に係るガイドライン」（2025年5月）の運用・改定

生成AIの効果的・安全な導入推進のため、以下に取り組む
 「先進的AI利活用アドバイザリーボード」を活用した各府

省庁への助言・ガイドラインの改定に係る検討
 各府省庁から高リスクの生成AI導入相談を受ける「窓口」

の運営
 各府省庁CAIO（AI統括責任者）の取組支援

一括計上外 一括計上

一括計上外

Ｒ７年度開始（※）
（※）R6年度補正予算を全額R7年度に繰り越したもの

Ｒ８年度開始（R5年度からR7年度にかけて検証を実施）

Ｒ８年度開始

デジタル庁内の生成AI利用環境
（“源内”）のイメージ
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AIの活用環境の整備と利活用の促進



ガバメントソリューションサービス（GSS）

デジタル社会の実現に向け、行政機関の利用するデジタル基盤の高度化が必要となっている。
ガバメントソリューションサービス（GSS）では、その中の重要な要素である、政府の共通基盤となる、柔軟で合理的なネットワーク等
の構築と運用を行う。

新府省間ネットワーク

合
同
庁
舎

デジタル庁

全国ネットワーク
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GSSネット
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自治体
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データセンタ

各地方拠
点

各種クラウド
サービス

〇国税庁（R8.6～） 〇原子力規制庁（R8.6～）
〇経済産業省（R8.7～） 〇出入国在留管理庁（R8.12～） 〇財務局（R9.1～）
〇財務省（R9.6～） 〇法務省保護局（R9.11～） ※その他省庁は検討中
※下線部：R8年度導入予定
※R7年度末からR8年度末にかけて、ユーザー数は倍増（約8万の増加）を見込む

令和８年度以降にGSSを導入完了予定の府省庁（約272,000ユーザー）

〇 法務省（一部R7.10～） 〇公正取引委員会（R7.12～） 〇気象庁（R8.2～）

令和７年度にGSSを導入完了予定の府省庁（約25,000ユーザー）

〇デジタル庁（R3～） 〇人事院（R4.9～） 〇農林水産省 本省（R4.10～）
〇個人情報保護委員会（R4.11～ ） 〇こども家庭庁（R5.4～）
〇農林水産省 地方拠点（R5.4～） 〇宮内庁（R5.9～）
〇内閣府（内閣官房と復興庁を含む）（R5.12～） 〇消費者庁（R6.1～）
〇カジノ管理委員会（R6.4～） 〇内閣法制局（R6.11～） 〇金融庁（R7.1～）
〇総務省（R7.1～） 〇環境省（R7.5～）

GSSを利用開始している府省庁（約47,000ユーザー）

「デジタル社会の実現に向けた重点計画（重要政策一覧）」（閣議決定）

の記載事項の概要

[ネットワーク面]

 各府省庁は、引き続き、ネットワーク更改等を契機に、原則、GSSへの移行を進める

 ネットワークの強化や、各府省庁の人的協力を得て保守・運用体制の充実化を進める

[業務実施環境面]

 政府共通の標準的な業務実施環境（業務用PCやネットワーク環境）を提供

 GSS AMS（アカウント管理サービス）の機能向上等に取り組む

クラウド利用とゼロ
トラストセキュリティ
によりセキュアな業務
環境と柔軟な働き方を
両立
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ガバメントクラウド

従来は、行政機関はそれぞれ独自に業務システムの開発や保守運用を行っており、提供するサービスの利便性や柔軟性、安全性、ス
ピードにばらつきがあった。
→ 利便性の高いサービスをスピーディに提供、改善するため、国や地方公共団体、準公共分野等で共通のクラウドサービス利用環境
 を整える。

①各府省庁システム
各府省庁の情報システムは、既にクラウドサービスを利用しているものも含め、更改時期等を勘案しつつ、原則、2023 年度以降順次ガバメントクラウドへの
移行を進めることとしており、情報システム構築の迅速性・柔軟性の向上、可用性をはじめとする高いセキュリティの実現、コスト効率の向上など、これらにより得
られる効果の追求を図る。

②地方自治体システム
地方公共団体の情報システムについて、標準化・ガバメントクラウド移行後の運用経費の抑制・適正化を図るために必要な事業を実施するとともに、標準準
拠システムへの移行が、2026年度以降とならざるを得ない特定移行支援システムを有する自治体に対する支援を実施する。

クラウドサービス事業者の技術的サポート

高水準なセキュリティ

運用保守作業の効率化

行政サービスの迅速な立ち上げ
デジタル庁が作成したテンプレートの適用をすることで、高水準
の統一的なセキュリティ対策や運用監視が可能。

サービスを稼働させるために必要な物理的な基盤の調達が不
要となるため、緊急時の迅速な行政サービスの業務の見直しや
開発などにも柔軟に対応が可能。

機器の耐用年数やOS・ミドルウェアのサポート期限に伴う定期
的な更新が不要。

各種クラウドサービスの技術的サポートについて、運用管理補
助者がクラウドサービス事業者に無償で問合せが可能（調整
中）
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IPAに対する委託費

○ 独立行政法人情報処理推進機構（以下「IPA」という。）は令和７年４月より、データ連携促進のためのデータ標準化に係る基準の作成等の一部業務
について経済産業省及びデジタル庁の共管となっている。

○ 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年度）において、デジタル庁がデータ戦略の司令塔機能を担い、IPAがその中核的実施機関とされ
ている。

○ この実現のため、IPAに対し継続的、恒常的な体制及び事業執行のための予算措置が必要であり、運営費交付金により恒常的な体制を雇用する人件
費を拠出する。

令和６年度補正予算
• データモデルやルールの雛形である政府相互運用性フレームワーク（GIF）の整備等の取組や、データ連携で求められる機能構築の効率化を図り、
相互運用性を強化するために、データ連携の構成要素の在り方の検討を行っている。

令和8年度独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に対する運営費交付金

IPAに対する運営費交付金
要求内容：データ戦略の司令塔機能を果たしていくためのプロジェクトマネジメント体制

• デジタル庁のチームと一体となってデータ戦略の司令塔機能を果たしていく上での企画調整を担う体制

• 令和８年度において、データ戦略の中核的な実施機関として必要な体制確保のためIPAに人員を措置

• 令和7年度当初予算に続き、令和８年度当初予算要求においてデジタル庁から必要額を拠出し、経済産業省からまとめて要求

〇 各府省庁に対するデータ連携・利活用に関する支援等を実現するために、プロジェクトの運営や総合調整機能を発揮する。
〇 IPA内部の各センター間の連携等を通じて、実効的かつ的確な業務遂行を繋げていくためのデジタル庁との連絡調整体制を構築する。
〇 IPAがデータ整備等に係る専門的知見により、データ標準化に係る基準の作成等の業務を推進する。

8



令和８年度組織・体制の強化について

行政人材
(常勤)

民間人材
(非常勤)

上記のほか、
行政人材に係る機構の新設要求
 審議官 ＋１
 参事官 ＋４
 企画官 ＋２

 デジタル庁は、AIの社会実装促進、社会経済におけるデータ利活用を推進するデータ政策、デジタル人材の確

保・育成の取組など、行政のデジタル化とともに社会全体のデジタル化・デジタルトランスフォーメーション

にこれまで以上に取り組んでいくこととしている。

 このため、社会全体のデジタル化を牽引し、関係省庁や地方公共団体等における情報システムの整備・運用を

はじめとする業務効率化、政策推進に貢献するための体制整備、政策推進機能の強化を行う必要があることか

ら、最適な人材配置等を不断に見直しつつ、1,500人規模の組織を一つの目安に着実に体制整備を進める。

デジタル庁の体制
（R7.7.1時点の実員状況）

1,160人
行政人材（常勤）：558人
民間人材（非常勤）：602人

※令和７年度末定員591名
＋２０１人
※FTEベース

 新規定員要求
＋７４人

 定員合理化減
▲３人

 民間専門人材ほか

「行政人材」には常勤の定員内職員（デジタル庁本務の行政官のほか、民間
からの官民交流職員や任期付職員、自治体からの割愛職員）を計上。
なお、定員外の常駐併任者や非常駐併任者、自治体からの実務研修員、庶

務・秘書等の期間業務職員は本体制には含んでいない。

デジタル行財政改革やAI活用環境整備及
び利活用の促進 など

体制の
充実・強化

（注）

9




	令和８年度　�予算概算要求及び機構定員要求の概要�
	　令和８年度予算概算要求のポイント
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	ガバメントクラウド
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10

